
令和４年６月吉日 

全麺協西日本支部 正会員代表者各位 

西日本支部⾧ 篠原美文 

 

全麺協の単位について 

平素は西日本支部の活動にご協力いただき御礼申し上げます。 

四段位の事前審査受験に際して、全麺協単位についての問い合わせが増えておりますので、その概要

についてお知らせいたします。ここに添付した全麺協の規則や通達を熟読して詳しい内容を把握してく

ださい。 

併せて、受験者に限らず、貴会所属の全ての個人会員への周知徹底をお願いいたします。 

 

A．個人会員の方へ 

１． 単位を取得するには下記①～③の方法があります。 

① 全麺協本部や支部が主催する事業（講習会やそば大学など）に参加して、単位ラベルを取得する。 

② 全麺協正会員団体（そば打ちクラブ）が主催する練習会やイベントに参加して単位ラベルを取得

する。 

③ 段位認定会（実技試験）を受験して自分で記録する。 

２． 単位ラベルの管理・保存は下記によります。 

① 単位手帳を正会員団体（または個人）から支部事務局に注文して購入する。 

価格は１冊５００円で、送料（郵送や宅配の実費）が必要です。 

② 手帳の表紙の裏面などに顔写真の貼付、氏名や住所の記入、段位認定の記録などを記入します。 

③ 手帳に単位ラベルを年月順に貼り付けて保管します。単位ラベルの累計欄に累計点数（手帳の１

ページ目からの累計点数。手帳が２冊ある場合は１冊目の１ページ目からの累計点数）を記入し

ます。 

④ 段位認定会（実技試験）を受験したときの単位は各自で手帳に記入し、各自で捺印します。 

取得できる単位数（点数）は資料１の別紙３～５で確認してください。 

３． 単位の必要性や効果 

① 四段位や五段位を受験する場合には、事前審査や１次審査があり、指定された期間（受験直前の

３年度程度）に取得した単位数が活動実績として審査されます。詳細は受験時の案内書類に記載

されています。 

② 単位の累計が１００点、２００点などに到達した方は、SOBA MEISTER を申請し、認定証を

取得することができます。詳細は資料１参照。 

注）上記の①②において、手帳の単位ラベルの年度が入り乱れて貼付されていると審査や認定をし

てもらえない場合がありますので注意してください。 
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B．正会員団体代表者の方へ 

１．単位の発行 

貴会が主催する練習会やイベント等で単位（単位ラベル）を発行することができます。発行には毎年

度に下記の手続きが必要です。 

① 毎年度２月ごろに全麺協本部から代表者に「SOBA MEISTER 該当者提出について」（資料１）

が送付されています。その中に「SOBA MEISTER 該当者提出」の説明と共に「単位取得対象

事業届出書」（資料１の別紙６）が添付されています。その説明に従って貴会の次年度事業を記

載し、事業計画書を添付して届出ます。 

③  届出に際して「単位取得表」（資料１の別紙３～５）および「単位取得表の解説」（資料２）を

熟読し、貴会事業毎の単位数（点数）を確認し、届出書に記入します。単位数（点数）は年度毎

に異なることがありますので、必ず最新版で確認してください。現時点での最新版は令和３年４

月１日版です。 

④ 単位ラベルは貴会で制作します。ラベルの様式（フォーマット）は単位手帳の様式や過去に取得

した単位ラベルの様式を参考にしてください。パソコン・プリンタで使用できる市販のラベル用

紙（A-one 品番 72201 など）が便利です。 

④ 単位ラベルには事業の実施日、事業名称、主催者（貴会の名称）、単位数など所定の事項を記載

し、代表者または貴会の印鑑を捺印します。 

 

２．SOBA MAISTER の申請 

① 累計の単位が１００点、２００点などに到達した個人会員は SOBA MEISTER を申請し、認定

証を取得することができます。 

② 申請方法は毎年度２月ごろに全麺協本部から代表者に送付される「SOBA MEISTER 該当者提

出について」（資料１）に記載されています。 

 

C．資料 

資料１：SOBA MEISTER 該当者提出について（別紙１～５を含む） 

資料２：単位取得表の解説（全麺協ホームページから） 

資料３：全麺協 ZEN 麺ライセンス規約（全麺協ホームページから。別紙は含まず） 

資料４：全麺協ホームページ抜粋 
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令和３年４月１日適用

全麺協本
部主催

他主催

(※2)

そば道段位認定会受験(初段位～三段位) 回 － 2

そば道段位認定会受験(四段位・五段位) 回 3 －

そば道認定選考会受験（六段位～八段位） 回 5 －

段位認定会の審査員 日 4 3 高校選手権含む

段位認定会スタッフ従事（準備も含む）(※1) 日 2 2 高校選手権含む

6 四･五段位認定講習会修了 回 3 －

7 地方審査員任用講習会受講 回 3 －

8 地方審査員審査技術研修会受講 回 3 －

そば大学,全国交流会等の受講 日 3 2 各種講習会・研修会含む

そば大学,全国交流会等の講師 回 5 3 各種講習会・研修会含む

そば大学等スタッフ従事（準備も含む）(※1) 回 3 2 各種講習会・研修会含む

海外そば産地等視察参加 回 10 3

国内そば産地視察参加 日 4 2

全麺協認証道場でのそば打ち指導 日 － 3

指導員任用講習会受講 回 － 2 支部主催

指導員指導技術講習会受講 回 － 2 支部主催

そば打ち技術向上研修会受講 回 3 2 支部主催

備 考

1

番
号

従 事 内 容 等 単位

単位数

【解説】・そば道段位認定制度規程第２５条に規定する指導員任用講習会を受講した場合は２単位を付与します。

【解説】・そば道段位認定制度規程第２５条に規定する指導技術講習会を受講した場合は２単位を付与します。

15

16

【解説】・全麺協本部主催のそば打ち技術向上研修会を受講した場合は３単位付与します。・支部等が主催するものに
参加した者に対しては２単位を付与します。

17

【解説】　・１回受験（技能審査、本審査のみ）する毎に３単位を付与します。初段位～三段位と同様に自己申告として
整理します。
・認定会主催者は、受験者に対して自己申告として整理するよう、適宜、説明をしてください。

2

【解説】　・六段～八段を受験した場合は、１回受験する毎に５単位を付与します。初段位～三段位と同様に自己申告と
して整理します。
・認定会主催者は、受験者に対して自己申告として整理するよう、適宜、説明をしてください。

3

単位取得表の解説

【解説】　・初段～３段を受験した場合は、１回受験する毎に２単位を付与します。自己申告として整理します。「単位ラ
ベルの開催日」は「認定会を受験した日」とし、確認印は本人の印とします。
・認定会主催者は、受験者に対して自己申告として整理するよう、適宜、説明をしてください。

【解説】・全麺協本部主催のそば大学、全国交流会等（各種講習会、研修会を含む）において講師をした者に対しては、
５単位を付与します。・支部及び正会員等が主催の場合には３単位を付与します。

10

【解説】・全麺協本部主催のそば大学、全国交流会等（各種講習会、研修会を含む）においてスタッフとして従事した者
については３単位を付与します。・支部及び正会員等が主催の場合には２単位を付与します。
・準備が前日になった場合も同様とします。

11

4
【解説】・全麵協本部主催の段位認定会（四段位～）の審査員に対しては、１日につき４単位を付与します。・支部等が
主催する初段位～三段位の認定会の審査員に対しては、１日につき３単位を付与します。
・日麺連主催高校選手権の審査員に対しては、１日につき４単位を付与します。

【解説】・認定会のスタッフとして従事した者には、主催者に関係なく２単位を付与します。・認定会の準備が前日に行わ
れた場合も、同様に２単位を付与します。

5

【解説】・全麺協本部主催のそば大学、全国交流会等（各種講習会、研修会を含む）を受講した者に対しては、１日当た
り３単位を付与します。・支部及び正会員等が主催の場合には２単位を付与します。

9

【解説】・全麺協本部主催のそば産地等視察研修に参加した者に対しては、１０単位を付与します。・支部等が主催する
ものに参加した者に対しては３単位を付与します。

12

【解説】・全麺協本部主催のそば産地等視察研修に参加した者に対しては、４単位を付与します。・支部等が主催する
ものに参加した者に対しては２単位を付与します。

13

【解説】・認証道場においてそば打ちの指導を行った者（３段位以上）に対しては、３単位を付与します。二段位の者は
スタッフ従事者として１単位付与し、初段位の者に対しては付与しません。・認証そば打ち道場の指導者は、あらかじめ
本部事務局に届け出た者に限ります。

14
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令和３年４月１日適用

全麺協本
部主催

他主催

(※2)

備 考
番
号

従 事 内 容 等 単位

単位数

単位取得表の解説

全麺協そば打ち研修会受講 回 3 対象：指導員二級

指導員としてそば打ち指導 日 3 2 各種講習会・研修会含む

全麺協直轄事業支援 日 3 － 本部で指定する

日本そば博スタッフ従事（準備も含む） 日 － 2

日本そば博への出店参加(※1) 日 2

全麺協本部・正会員代表等として従事 期 10 5

全麺協支部役員、正会員団体役員等として従事 期 5 2

各部長が認めた事業への参加 日 5 2 本部と協議する

支部事業への参加・スタッフ従事 日 2 支部主催

正会員団体事業への参加・スタッフ従事 日 － 2

市民まつり、そばまつり等への出店参加 日 － 2

学校・福祉施設等でのそば打ち指導 日 － 2 高校生以上も含む

そば打ち教室の講師 日 － 2

そば打ち指導のスタッフ従事（準備を含む） 日 － 2

初段位受験希望者勧誘 1名 5 －

全麺協個人会員加入 1名 5 －

研修センターへの寄付(１万円) 1万円 10

24 【解説】・全麺協支部役員は、支部長を除く支部役員であり、１期（通期）につき５単位を付与します。・正会員団体役員
とは、代表者と事務局長を除く会の役員であり、１期（通期）につき２単位を付与します。

【解説】・各部長が認めた事業のうち、全麺協本部及び支部が主催するものについては5単位を付与します。・各正会員
が主催の場合は２単位を付与します。

25

【解説】・全麺協本部が公認する日本そば博覧会スタッフとして従事した場合は２単位を付与します。単位の付与は主
管団体の代表者が行います。

21

【解説】・全麺協本部が公認する日本そば博覧会に出展参加したスタッフには２単位を付与します。・全麺協本部が主
催の日本そば博覧会に出店参加した場合は２単位を付与します。・単位の付与は出店団体の代表者が行います。

22

【解説】・全麺協本部の役員に対しては、１期（通期）につき１０単位を付与します。・正会員団体代表者等とは、代表者
及び事務局長であり、１期（通期）につき5単位を付与します。

23

18

【解説】・全麺協本部主催の各種講習会・研修会において、そば道段位認定制度規程第２３条に規定する指導員として
そば打ち指導を行った場合は３単位を付与します。・支部等が主催するものにおいては２単位を付与します。

19

【解説】・全麺協本部主催の各種直轄事業おいて、その都度参加者として指名された者には３単位を付与します。20

【解説】・そば道段位認定制度規程第２６条第２項第７号に規定する全麺協そば打ち研修会（指導員２級主催）を受講し
たは３単位を付与します。

【解説】・支部主催の事業へ参加した場合、又はスタッフとして従事した場合は２単位を付与します。
26

27
【解説】・正会員団体主催の事業へ参加した場合、又はスタッフとして従事した場合は2単位を付与します。

【解説】・各地域で行われる市民祭り、そば祭り等に参加した場合は2単位を付与します。
28

【解説】・学校等からの依頼によりそば打ちを教えたり、子供そば打ち体験事業を実施した場合は２単位を付与しま
す。・老人ホームや児童養護施設などに出向いた場合も同様とします。

【解説】・そば打ち教室の講師としてそば打ちを教えた場合は、２単位を付与します。・教室の講師は三段位以上が単
位付与の対象です。2段位は「番号３１」となり、初段位も同様です。

30

29

【解説】・そば打ち指導のスタッフに従事した場合（準備も含む）は段位に関係なく2単位を付与します
31

32
【解説】・初段位受験を勧誘し、受験させた者には５点を付与します。自己申告とします

【解説】・全麺協個人会員へ勧誘し、入会させた者には、５点を付与します。・確認は所属団体の長等とします。

34
【解説】・研修センターに寄付した者に対しては、１万円につき１０単位を付与します。

33

11



 

12

zenme
テキストボックス
資料３



13

zenme
テキストボックス
資料４


